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す
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ナ
イ
ロ
ビ
国
際
条
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の
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七

一

概
説

１

条
約
の
成
立
経
緯

海
上
に
お
け
る
事
故
等
の
海
難
に
よ
り
座
礁
等
を
し
た
船
舶
の
船
体
、
部
品
、
貨
物
等
の
難
破
物
は
、
航
行
の
安
全
及
び
海
洋
環
境
の
保
護
に
悪
影
響

(1)
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
が
、
船
舶
の
所
有
者
が
そ
の
除
去
等
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
放
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
沿
岸
国
が
自
発

的
に
難
破
物
を
除
去
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
回
収
が
困
難
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
う
し
た
放
置
座
礁
船
の
問
題
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
を
受
け
、
国
際
海
事
機
関
（
以
下
「
Ｉ
Ｍ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
難
破
物
の
除
去
に

(2)
つ
い
て
の
責
任
原
則
及
び
費
用
負
担
に
係
る
枠
組
み
の
構
築
に
向
け
た
議
論
が
行
わ
れ
、
平
成
十
九
年
（
二
千
七
年
）
五
月
に
Ｉ
Ｍ
Ｏ
の
主
催
に
よ
り
ナ

イ
ロ
ビ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
会
議
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。

２

条
約
締
結
の
意
義

こ
の
条
約
は
、
危
険
を
も
た
ら
す
難
破
物
の
除
去
の
た
め
の
措
置
、
難
破
物
の
除
去
に
関
係
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
船
舶
の
登
録
所
有
者
の
責
任
及
び
強

制
保
険
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
難
破
物
の
迅
速
か
つ
効
果
的
な
除
去
を
通
じ
て
航
行
の
安
全
及
び

海
洋
環
境
の
保
護
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
難
破
物
の
除
去
に
関
係
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
責
任
を
明
確
化
し
、
及
び
そ
の
支
払
を
確
保
す
る
こ
と
を
通
じ

て
放
置
座
礁
船
の
減
少
に
つ
な
げ
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

条
約
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

自
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
の
船
長
及
び
運
航
者
に
対
し
、
難
破
物
を
も
た
ら
し
た
海
難
に
関
与
し
た
場
合
に
お
け
る
被
影
響
国
へ
の
報
告
を
義
務
付
け

(1)
る
こ
と
。

自
国
の
条
約
水
域
に
存
在
す
る
難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
と
決
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
標
示
の
た
め
に
全
て
の
合
理
的
な
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と

(2)
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
当
該
難
破
物
の
除
去
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
船
舶
の
登
録
国
等
と
協
議
の
上
、
登
録
所
有
者
が
難
破
物
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
合
理
的
な
期
限
の
設
定
及
び
通
知
等
、
こ
の
条
約
に
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

自
国
の
登
録
所
有
者
に
よ
る
保
険
等
保
証
に
つ
い
て
の
証
拠
の
提
出
及
び
難
破
物
の
除
去
を
確
保
す
る
た
め
、
自
国
の
国
内
法
令
に
基
づ
い
て
適
当
な

(3)
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七

一

概
説

１

条
約
の
成
立
経
緯

海
上
に
お
け
る
事
故
等
の
海
難
に
よ
り
座
礁
等
を
し
た
船
舶
の
船
体
、
部
品
、
貨
物
等
の
難
破
物
は
、
航
行
の
安
全
及
び
海
洋
環
境
の
保
護
に
悪
影
響

(1)
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
が
、
船
舶
の
所
有
者
が
そ
の
除
去
等
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
放
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
沿
岸
国
が
自
発

的
に
難
破
物
を
除
去
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
回
収
が
困
難
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
う
し
た
放
置
座
礁
船
の
問
題
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
を
受
け
、
国
際
海
事
機
関
（
以
下
「
Ｉ
Ｍ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
難
破
物
の
除
去
に

(2)
つ
い
て
の
責
任
原
則
及
び
費
用
負
担
に
係
る
枠
組
み
の
構
築
に
向
け
た
議
論
が
行
わ
れ
、
平
成
十
九
年
（
二
千
七
年
）
五
月
に
Ｉ
Ｍ
Ｏ
の
主
催
に
よ
り
ナ

イ
ロ
ビ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
会
議
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。

２

条
約
締
結
の
意
義

こ
の
条
約
は
、
危
険
を
も
た
ら
す
難
破
物
の
除
去
の
た
め
の
措
置
、
難
破
物
の
除
去
に
関
係
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
船
舶
の
登
録
所
有
者
の
責
任
及
び
強

制
保
険
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
難
破
物
の
迅
速
か
つ
効
果
的
な
除
去
を
通
じ
て
航
行
の
安
全
及
び

海
洋
環
境
の
保
護
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
難
破
物
の
除
去
に
関
係
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
責
任
を
明
確
化
し
、
及
び
そ
の
支
払
を
確
保
す
る
こ
と
を
通
じ

て
放
置
座
礁
船
の
減
少
に
つ
な
げ
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

条
約
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

自
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
の
船
長
及
び
運
航
者
に
対
し
、
難
破
物
を
も
た
ら
し
た
海
難
に
関
与
し
た
場
合
に
お
け
る
被
影
響
国
へ
の
報
告
を
義
務
付
け

(1)
る
こ
と
。

自
国
の
条
約
水
域
に
存
在
す
る
難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
と
決
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
標
示
の
た
め
に
全
て
の
合
理
的
な
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と

(2)
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
当
該
難
破
物
の
除
去
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
船
舶
の
登
録
国
等
と
協
議
の
上
、
登
録
所
有
者
が
難
破
物
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
合
理
的
な
期
限
の
設
定
及
び
通
知
等
、
こ
の
条
約
に
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

自
国
の
登
録
所
有
者
に
よ
る
保
険
等
保
証
に
つ
い
て
の
証
拠
の
提
出
及
び
難
破
物
の
除
去
を
確
保
す
る
た
め
、
自
国
の
国
内
法
令
に
基
づ
い
て
適
当
な

(3)
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二

措
置
を
と
る
こ
と
。

保
険
等
保
証
が
効
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
明
書
の
発
給
要
件
及
び
効
力
要
件
を
定
め
、
要
件
を
満
た
す
船
舶
に
対
し
て
証
明
書
を
発
給

(4)
す
る
こ
と
。

自
国
を
旗
国
と
す
る
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
つ
き
、
証
明
書
が
発
給
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
運
航
を
認
め
な
い
こ
と
。

(5)

寄
港
国
と
し
て
、
自
国
の
港
等
の
入
出
港
船
舶
で
あ
っ
て
総
ト
ン
数
が
三
百
ト
ン
以
上
の
も
の
に
つ
き
、
自
国
の
国
内
法
令
に
よ
り
、
保
険
等
保
証
が

(6)
効
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

我
が
国
は
、
二
千
四
年
に
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
を
改
正
し
、
こ
の
条
約
の
採
択
前
か
ら
そ
の
内
容
の
一
部
を
先
行
的
に
実
施
し
て
き
て
い
る
が
、

現
行
の
関
係
法
令
の
下
で
は
、
船
舶
所
有
者
が
有
効
な
保
険
等
保
証
を
維
持
し
て
い
る
場
合
で
も
、
契
約
条
件
を
満
た
さ
な
い
た
め
に
保
険
金
が
支
払
わ
れ

な
い
、
船
舶
所
有
者
の
失
踪
に
よ
り
連
絡
が
取
れ
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
費
用
の
回
収
見
込
み
が
立
た
ず
、
難
破
物
の
除
去
が
困
難
と
な
る
場
合
も
あ
る
。

我
が
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
者
等
へ
の
費
用
の
支
払
の
直
接
請
求
が
可
能
と
な
り
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
支
払
が
確
保
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
現
状
で
は
対
応
困
難
な
事
例
も
早
期
解
決
が
可
能
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
約
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。

二

条
約
の
内
容

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
二
十
一
箇
条
、
末
文
及
び
一
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

定
義
（
第
一
条
）

「
条
約
水
域
」
、
「
難
破
物
」
、
「
除
去
」
、
「
登
録
所
有
者
」
、
「
被
影
響
国
」
等
の
用
語
の
定
義
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

２

目
的
及
び
一
般
原
則
（
第
二
条
）

締
約
国
は
、
条
約
水
域
に
お
い
て
危
険
を
も
た
ら
す
難
破
物
の
除
去
に
関
し
、
こ
の
条
約
に
従
っ
て
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
条
１
）
。

(1)

条
約
水
域
に
お
け
る
こ
の
条
約
の
適
用
は
、
締
約
国
に
対
し
、
公
海
の
い
か
な
る
部
分
に
つ
い
て
も
主
権
又
は
主
権
的
権
利
を
主
張
し
、
又
は
行
使
す

(2)
る
権
利
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
（
第
二
条
４
）
。

３

適
用
範
囲
（
第
三
条
）

こ
の
条
約
は
、
条
約
水
域
（
締
約
国
の
排
他
的
経
済
水
域
）
に
お
け
る
難
破
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
締
約
国
が
こ
の
条
約
を
自
国
の
領
域
内
に
存
在
す

る
難
破
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
を
通
告
し
た
場
合
に
は
、
「
条
約
水
域
」
に
は
、
当
該
締
約
国
の
領
域
を
含
む
。
（
第
三
条
１
及
び
３
）

４

適
用
除
外
（
第
四
条
）

こ
の
条
約
は
、
油
に
よ
る
汚
染
を
伴
う
事
故
の
場
合
に
お
け
る
公
海
上
の
措
置
に
関
す
る
国
際
条
約
又
は
油
以
外
の
物
質
に
よ
る
汚
染
の
場
合
に
お
け
る

公
海
上
の
措
置
に
関
す
る
議
定
書
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
る
措
置
並
び
に
軍
艦
及
び
国
が
所
有
し
、
又
は
運
航
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
非
商
業
的
業
務
に
の
み
使

用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
（
第
四
条
１
及
び
２
）
。

５

難
破
物
に
つ
い
て
の
報
告
（
第
五
条
）

締
約
国
は
、
難
破
物
を
も
た
ら
し
た
海
難
に
自
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
が
関
与
し
た
場
合
に
は
、
当
該
船
舶
の
船
長
及
び
運
航
者
に
対
し
、
被
影
響
国
に

遅
滞
な
く
報
告
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
（
第
五
条
１
）
。

６

危
険
の
存
在
の
決
定
（
第
六
条
）

難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
か
否
か
を
決
定
す
る
に
際
し
て
被
影
響
国
が
考
慮
す
べ
き
基
準
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

７

難
破
物
の
位
置
の
特
定
（
第
七
条
）

被
影
響
国
は
、
難
破
物
を
認
識
し
た
場
合
に
は
、
緊
急
に
船
員
及
び
関
係
国
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
全
て
の
実
行
可
能
な
手
段
を
用
い
る
も
の
と
し
、

難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
難
破
物
の
正
確
な
位
置
を
特
定
す
る
た
め
全
て
の
実
行
可
能
な
措
置
が
と

ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

８

難
破
物
の
標
示
（
第
八
条
）

被
影
響
国
は
、
難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
と
決
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
難
破
物
を
標
示
す
る
た
め
、
全
て
の
合
理
的
な
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
を
確

保
す
る
（
第
八
条
１
）
。

９

難
破
物
の
除
去
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
措
置
（
第
九
条
）

被
影
響
国
は
、
難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
と
決
定
す
る
場
合
に
は
、
船
舶
の
登
録
国
及
び
登
録
所
有
者
に
通
報
し
、
難
破
物
に
関
し
て
と
ら
れ
る
措

(1)

ナイロビ_説明書【本文】.indd   2 2019/02/07   10:51:30



三

措
置
を
と
る
こ
と
。

保
険
等
保
証
が
効
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
明
書
の
発
給
要
件
及
び
効
力
要
件
を
定
め
、
要
件
を
満
た
す
船
舶
に
対
し
て
証
明
書
を
発
給

(4)
す
る
こ
と
。

自
国
を
旗
国
と
す
る
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
つ
き
、
証
明
書
が
発
給
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
運
航
を
認
め
な
い
こ
と
。

(5)

寄
港
国
と
し
て
、
自
国
の
港
等
の
入
出
港
船
舶
で
あ
っ
て
総
ト
ン
数
が
三
百
ト
ン
以
上
の
も
の
に
つ
き
、
自
国
の
国
内
法
令
に
よ
り
、
保
険
等
保
証
が

(6)
効
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

我
が
国
は
、
二
千
四
年
に
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
を
改
正
し
、
こ
の
条
約
の
採
択
前
か
ら
そ
の
内
容
の
一
部
を
先
行
的
に
実
施
し
て
き
て
い
る
が
、

現
行
の
関
係
法
令
の
下
で
は
、
船
舶
所
有
者
が
有
効
な
保
険
等
保
証
を
維
持
し
て
い
る
場
合
で
も
、
契
約
条
件
を
満
た
さ
な
い
た
め
に
保
険
金
が
支
払
わ
れ

な
い
、
船
舶
所
有
者
の
失
踪
に
よ
り
連
絡
が
取
れ
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
費
用
の
回
収
見
込
み
が
立
た
ず
、
難
破
物
の
除
去
が
困
難
と
な
る
場
合
も
あ
る
。

我
が
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
者
等
へ
の
費
用
の
支
払
の
直
接
請
求
が
可
能
と
な
り
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
支
払
が
確
保
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
現
状
で
は
対
応
困
難
な
事
例
も
早
期
解
決
が
可
能
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
約
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。

二

条
約
の
内
容

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
二
十
一
箇
条
、
末
文
及
び
一
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

定
義
（
第
一
条
）

「
条
約
水
域
」
、
「
難
破
物
」
、
「
除
去
」
、
「
登
録
所
有
者
」
、
「
被
影
響
国
」
等
の
用
語
の
定
義
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

２

目
的
及
び
一
般
原
則
（
第
二
条
）

締
約
国
は
、
条
約
水
域
に
お
い
て
危
険
を
も
た
ら
す
難
破
物
の
除
去
に
関
し
、
こ
の
条
約
に
従
っ
て
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
条
１
）
。

(1)

条
約
水
域
に
お
け
る
こ
の
条
約
の
適
用
は
、
締
約
国
に
対
し
、
公
海
の
い
か
な
る
部
分
に
つ
い
て
も
主
権
又
は
主
権
的
権
利
を
主
張
し
、
又
は
行
使
す

(2)
る
権
利
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
（
第
二
条
４
）
。

３

適
用
範
囲
（
第
三
条
）

こ
の
条
約
は
、
条
約
水
域
（
締
約
国
の
排
他
的
経
済
水
域
）
に
お
け
る
難
破
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
締
約
国
が
こ
の
条
約
を
自
国
の
領
域
内
に
存
在
す

る
難
破
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
を
通
告
し
た
場
合
に
は
、
「
条
約
水
域
」
に
は
、
当
該
締
約
国
の
領
域
を
含
む
。
（
第
三
条
１
及
び
３
）

４

適
用
除
外
（
第
四
条
）

こ
の
条
約
は
、
油
に
よ
る
汚
染
を
伴
う
事
故
の
場
合
に
お
け
る
公
海
上
の
措
置
に
関
す
る
国
際
条
約
又
は
油
以
外
の
物
質
に
よ
る
汚
染
の
場
合
に
お
け
る

公
海
上
の
措
置
に
関
す
る
議
定
書
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
る
措
置
並
び
に
軍
艦
及
び
国
が
所
有
し
、
又
は
運
航
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
非
商
業
的
業
務
に
の
み
使

用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
（
第
四
条
１
及
び
２
）
。

５

難
破
物
に
つ
い
て
の
報
告
（
第
五
条
）

締
約
国
は
、
難
破
物
を
も
た
ら
し
た
海
難
に
自
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
が
関
与
し
た
場
合
に
は
、
当
該
船
舶
の
船
長
及
び
運
航
者
に
対
し
、
被
影
響
国
に

遅
滞
な
く
報
告
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
（
第
五
条
１
）
。

６

危
険
の
存
在
の
決
定
（
第
六
条
）

難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
か
否
か
を
決
定
す
る
に
際
し
て
被
影
響
国
が
考
慮
す
べ
き
基
準
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

７

難
破
物
の
位
置
の
特
定
（
第
七
条
）

被
影
響
国
は
、
難
破
物
を
認
識
し
た
場
合
に
は
、
緊
急
に
船
員
及
び
関
係
国
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
全
て
の
実
行
可
能
な
手
段
を
用
い
る
も
の
と
し
、

難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
難
破
物
の
正
確
な
位
置
を
特
定
す
る
た
め
全
て
の
実
行
可
能
な
措
置
が
と

ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

８

難
破
物
の
標
示
（
第
八
条
）

被
影
響
国
は
、
難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
と
決
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
難
破
物
を
標
示
す
る
た
め
、
全
て
の
合
理
的
な
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
を
確

保
す
る
（
第
八
条
１
）
。

９

難
破
物
の
除
去
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
措
置
（
第
九
条
）

被
影
響
国
は
、
難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
と
決
定
す
る
場
合
に
は
、
船
舶
の
登
録
国
及
び
登
録
所
有
者
に
通
報
し
、
難
破
物
に
関
し
て
と
ら
れ
る
措

(1)
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四

置
に
つ
き
、
船
舶
の
登
録
国
等
と
協
議
す
る
（
第
九
条
１
）
。

登
録
所
有
者
は
、
難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
保
険
等
保
証
に
つ
い
て
の
証
拠
を
被
影
響
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
提
出

(2)
し
、
難
破
物
を
除
去
す
る
。
被
影
響
国
は
、
難
破
物
の
除
去
が
安
全
及
び
海
洋
環
境
の
保
護
に
対
す
る
配
慮
に
適
合
す
る
方
法
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
の
み
、
当
該
除
去
の
条
件
を
定
め
、
及
び
当
該
除
去
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
第
九
条
２
か
ら
５
ま
で
）

被
影
響
国
は
、
難
破
物
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
合
理
的
な
期
限
を
定
め
、
登
録
所
有
者
に
通
知
す
る
。
被
影
響
国
は
、
当
該
期
限
ま
で
に
登
録

(3)
所
有
者
が
難
破
物
を
除
去
し
な
い
場
合
若
し
く
は
登
録
所
有
者
に
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
又
は
直
ち
に
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
な

場
合
に
お
い
て
そ
の
旨
を
船
舶
の
登
録
国
及
び
登
録
所
有
者
に
通
報
し
た
と
き
は
、
難
破
物
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
第
九
条
６
か
ら
８
ま
で
）

締
約
国
は
、
自
国
の
登
録
所
有
者
に
よ
る
保
険
等
保
証
に
つ
い
て
の
証
拠
の
提
出
及
び
難
破
物
の
除
去
を
確
保
す
る
た
め
、
自
国
の
国
内
法
令
に
基
づ

(4)
い
て
適
当
な
措
置
を
と
る
（
第
九
条
９
）
。

所
有
者
の
責
任
（
第
十
条
）

10

登
録
所
有
者
は
、
難
破
物
を
生
じ
さ
せ
た
海
難
が
戦
争
等
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
等
を
証
明
し
な
い
限
り
、
難
破
物
の
位
置
を
特
定
し
、
並
び

(1)
に
難
破
物
を
標
示
し
、
及
び
除
去
す
る
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
（
第
十
条
１
）
。

こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
登
録
所
有
者
が
適
用
可
能
な
国
内
の
又
は
国
際
的
な
制
度
に
基
づ
い
て
責
任
を
制
限
す
る
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
も

(2)
の
で
は
な
い
（
第
十
条
２
）
。

こ
の
条
の
い
か
な
る
規
定
も
、
第
三
者
に
対
す
る
求
償
権
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
（
第
十
条
４
）
。

(3)
責
任
の
例
外
（
第
十
一
条
）

11

登
録
所
有
者
は
、
難
破
物
の
除
去
に
関
係
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
責
任
が
、
適
用
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
効
力
を
有
す
る
関
連
条
約
等
（
油
に
よ
る
汚

(1)
染
損
害
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る
国
際
条
約
、
危
険
物
質
及
び
有
害
物
質
の
海
上
運
送
に
関
連
す
る
損
害
に
対
す
る
責
任
並
び
に
賠
償
及
び
補
償

に
関
す
る
国
際
条
約
、
原
子
力
の
分
野
に
お
け
る
第
三
者
に
対
す
る
責
任
に
関
す
る
条
約
、
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損
害
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る

国
際
条
約
等
）
と
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
抵
触
す
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
費
用
に
つ
い
て
こ
の
条
約
に
基
づ
く
責
任
を
負
わ
な
い
（
第
十
一
条

１
）
。

こ
の
条
約
に
基
づ
く
措
置
が
適
用
可
能
な
国
内
法
令
又
は
国
際
条
約
に
基
づ
く
救
助
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
救
助
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
報
酬
又
は

(2)
補
償
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
を
除
外
し
て
当
該
国
内
法
令
又
は
国
際
条
約
を
適
用
す
る
（
第
十
一
条
２
）
。

強
制
保
険
そ
の
他
の
金
銭
上
の
保
証
（
第
十
二
条
）

12

締
約
国
を
旗
国
と
す
る
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
の
登
録
所
有
者
は
、
責
任
の
制
限
に
関
す
る
適
用
可
能
な
国
内
の
又
は
国
際
的
な
制
度
に
基

(1)
づ
く
責
任
の
限
度
額
に
等
し
い
額
（
い
か
な
る
場
合
に
も
、
海
事
債
権
に
つ
い
て
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
条
約
第
六
条
１

の
規
定
に
従
っ
て
計
算
さ

(b)

れ
る
額
を
超
え
な
い
額
と
す
る
。
）
に
お
い
て
こ
の
条
約
に
基
づ
く
責
任
を
担
保
す
る
た
め
、
保
険
等
保
証
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
十
二
条

１
）
。

保
険
等
保
証
が
効
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
明
書
は
、
締
約
国
の
適
当
な
当
局
又
は
締
約
国
の
認
定
す
る
団
体
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
る

(2)
（
第
十
二
条
２
及
び
３
）
。

証
明
書
は
、
船
舶
内
に
備
え
置
く
も
の
と
す
る
（
第
十
二
条
５
）
。

(3)

保
険
等
保
証
は
、
有
効
期
間
の
満
了
以
外
の
理
由
に
よ
り
、
当
局
に
対
し
て
終
了
の
通
報
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
三
箇
月
の
期
間
が
満
了
す
る
前
に
効
力

(4)
を
失
う
こ
と
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
は
な
ら
な
い
（
第
十
二
条
６
）
。

船
舶
の
登
録
国
は
、
証
明
書
の
発
給
要
件
及
び
効
力
要
件
を
定
め
る
（
第
十
二
条
７
）
。

(5)

締
約
国
の
権
限
に
基
づ
い
て
発
給
さ
れ
、
又
は
公
認
さ
れ
た
証
明
書
は
、
他
の
締
約
国
に
よ
り
、
こ
の
条
約
の
適
用
上
承
認
さ
れ
、
及
び
当
該
他
の
締

(6)
約
国
が
発
給
し
、
又
は
公
認
し
た
証
明
書
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
（
第
十
二
条
９
）
。

こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
生
ず
る
費
用
の
請
求
は
、
保
険
者
等
に
対
し
て
直
接
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
被
告
は
、
登
録
所
有
者

(7)
が
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
抗
弁
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
被
告
は
、
登
録
所
有
者
が
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
保
険
等
保
証
の
額
に
等
し
い
額
に
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
被
告
は
、
海
難
が
登

録
所
有
者
の
悪
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
の
抗
弁
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
登
録
所
有
者
に
よ
り
被
告
に
対
し
て
提
起
さ
れ
る
訴
え
に
お
い
て
援
用

す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
他
の
い
か
な
る
抗
弁
も
援
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
第
十
二
条

）
10

締
約
国
は
、
自
国
を
旗
国
と
す
る
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
つ
い
て
は
、
証
明
書
が
発
給
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
い
か
な
る
時
に
も
運
航
を

(8)
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五

置
に
つ
き
、
船
舶
の
登
録
国
等
と
協
議
す
る
（
第
九
条
１
）
。

登
録
所
有
者
は
、
難
破
物
が
危
険
を
も
た
ら
す
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
保
険
等
保
証
に
つ
い
て
の
証
拠
を
被
影
響
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
提
出

(2)
し
、
難
破
物
を
除
去
す
る
。
被
影
響
国
は
、
難
破
物
の
除
去
が
安
全
及
び
海
洋
環
境
の
保
護
に
対
す
る
配
慮
に
適
合
す
る
方
法
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
の
み
、
当
該
除
去
の
条
件
を
定
め
、
及
び
当
該
除
去
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
第
九
条
２
か
ら
５
ま
で
）

被
影
響
国
は
、
難
破
物
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
合
理
的
な
期
限
を
定
め
、
登
録
所
有
者
に
通
知
す
る
。
被
影
響
国
は
、
当
該
期
限
ま
で
に
登
録

(3)
所
有
者
が
難
破
物
を
除
去
し
な
い
場
合
若
し
く
は
登
録
所
有
者
に
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
又
は
直
ち
に
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
な

場
合
に
お
い
て
そ
の
旨
を
船
舶
の
登
録
国
及
び
登
録
所
有
者
に
通
報
し
た
と
き
は
、
難
破
物
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
第
九
条
６
か
ら
８
ま
で
）

締
約
国
は
、
自
国
の
登
録
所
有
者
に
よ
る
保
険
等
保
証
に
つ
い
て
の
証
拠
の
提
出
及
び
難
破
物
の
除
去
を
確
保
す
る
た
め
、
自
国
の
国
内
法
令
に
基
づ

(4)
い
て
適
当
な
措
置
を
と
る
（
第
九
条
９
）
。

所
有
者
の
責
任
（
第
十
条
）

10

登
録
所
有
者
は
、
難
破
物
を
生
じ
さ
せ
た
海
難
が
戦
争
等
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
等
を
証
明
し
な
い
限
り
、
難
破
物
の
位
置
を
特
定
し
、
並
び

(1)
に
難
破
物
を
標
示
し
、
及
び
除
去
す
る
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
（
第
十
条
１
）
。

こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
登
録
所
有
者
が
適
用
可
能
な
国
内
の
又
は
国
際
的
な
制
度
に
基
づ
い
て
責
任
を
制
限
す
る
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
も

(2)
の
で
は
な
い
（
第
十
条
２
）
。

こ
の
条
の
い
か
な
る
規
定
も
、
第
三
者
に
対
す
る
求
償
権
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
（
第
十
条
４
）
。

(3)
責
任
の
例
外
（
第
十
一
条
）

11

登
録
所
有
者
は
、
難
破
物
の
除
去
に
関
係
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
責
任
が
、
適
用
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
効
力
を
有
す
る
関
連
条
約
等
（
油
に
よ
る
汚

(1)
染
損
害
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る
国
際
条
約
、
危
険
物
質
及
び
有
害
物
質
の
海
上
運
送
に
関
連
す
る
損
害
に
対
す
る
責
任
並
び
に
賠
償
及
び
補
償

に
関
す
る
国
際
条
約
、
原
子
力
の
分
野
に
お
け
る
第
三
者
に
対
す
る
責
任
に
関
す
る
条
約
、
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損
害
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る

国
際
条
約
等
）
と
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
抵
触
す
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
費
用
に
つ
い
て
こ
の
条
約
に
基
づ
く
責
任
を
負
わ
な
い
（
第
十
一
条

１
）
。

こ
の
条
約
に
基
づ
く
措
置
が
適
用
可
能
な
国
内
法
令
又
は
国
際
条
約
に
基
づ
く
救
助
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
救
助
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
報
酬
又
は

(2)
補
償
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
を
除
外
し
て
当
該
国
内
法
令
又
は
国
際
条
約
を
適
用
す
る
（
第
十
一
条
２
）
。

強
制
保
険
そ
の
他
の
金
銭
上
の
保
証
（
第
十
二
条
）

12

締
約
国
を
旗
国
と
す
る
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
の
登
録
所
有
者
は
、
責
任
の
制
限
に
関
す
る
適
用
可
能
な
国
内
の
又
は
国
際
的
な
制
度
に
基

(1)
づ
く
責
任
の
限
度
額
に
等
し
い
額
（
い
か
な
る
場
合
に
も
、
海
事
債
権
に
つ
い
て
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
条
約
第
六
条
１

の
規
定
に
従
っ
て
計
算
さ

(b)

れ
る
額
を
超
え
な
い
額
と
す
る
。
）
に
お
い
て
こ
の
条
約
に
基
づ
く
責
任
を
担
保
す
る
た
め
、
保
険
等
保
証
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
十
二
条

１
）
。

保
険
等
保
証
が
効
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
明
書
は
、
締
約
国
の
適
当
な
当
局
又
は
締
約
国
の
認
定
す
る
団
体
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
る

(2)
（
第
十
二
条
２
及
び
３
）
。

証
明
書
は
、
船
舶
内
に
備
え
置
く
も
の
と
す
る
（
第
十
二
条
５
）
。

(3)

保
険
等
保
証
は
、
有
効
期
間
の
満
了
以
外
の
理
由
に
よ
り
、
当
局
に
対
し
て
終
了
の
通
報
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
三
箇
月
の
期
間
が
満
了
す
る
前
に
効
力

(4)
を
失
う
こ
と
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
は
な
ら
な
い
（
第
十
二
条
６
）
。

船
舶
の
登
録
国
は
、
証
明
書
の
発
給
要
件
及
び
効
力
要
件
を
定
め
る
（
第
十
二
条
７
）
。

(5)

締
約
国
の
権
限
に
基
づ
い
て
発
給
さ
れ
、
又
は
公
認
さ
れ
た
証
明
書
は
、
他
の
締
約
国
に
よ
り
、
こ
の
条
約
の
適
用
上
承
認
さ
れ
、
及
び
当
該
他
の
締

(6)
約
国
が
発
給
し
、
又
は
公
認
し
た
証
明
書
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
（
第
十
二
条
９
）
。

こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
生
ず
る
費
用
の
請
求
は
、
保
険
者
等
に
対
し
て
直
接
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
被
告
は
、
登
録
所
有
者

(7)
が
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
抗
弁
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
被
告
は
、
登
録
所
有
者
が
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
保
険
等
保
証
の
額
に
等
し
い
額
に
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
被
告
は
、
海
難
が
登

録
所
有
者
の
悪
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
の
抗
弁
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
登
録
所
有
者
に
よ
り
被
告
に
対
し
て
提
起
さ
れ
る
訴
え
に
お
い
て
援
用

す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
他
の
い
か
な
る
抗
弁
も
援
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
第
十
二
条

）
10

締
約
国
は
、
自
国
を
旗
国
と
す
る
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
つ
い
て
は
、
証
明
書
が
発
給
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
い
か
な
る
時
に
も
運
航
を

(8)
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六

認
め
て
は
な
ら
な
い
（
第
十
二
条

）
。

11

各
締
約
国
は
、
自
国
の
領
域
内
の
港
等
の
入
出
港
船
舶
で
あ
っ
て
総
ト
ン
数
が
三
百
ト
ン
以
上
の
も
の
に
つ
き
、
自
国
の
国
内
法
令
に
よ
り
、
保
険
等

(9)
保
証
が
効
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
（
第
十
二
条

）
。

12

期
間
制
限
（
第
十
三
条
）

13

こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
費
用
を
回
収
す
る
権
利
は
、
危
険
の
存
在
が
決
定
さ
れ
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
消
滅
す
る
。

た
だ
し
、
訴
え
は
、
難
破
物
を
も
た
ら
し
た
海
難
の
発
生
の
日
か
ら
六
年
の
期
間
が
満
了
し
た
後
は
、
提
起
し
て
は
な
ら
な
い
。

紛
争
の
解
決
（
第
十
五
条
）

14

こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
し
て
締
約
国
間
に
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
締
約
国
は
、
当
該
紛
争
を
ま
ず
交
渉
そ
の
他
の
平
和
的
手

(1)
段
を
通
じ
て
解
決
す
る
よ
う
努
め
る
（
第
十
五
条
１
）
。

合
理
的
な
期
間
内
に
紛
争
を
解
決
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
紛
争
の
当
事
者
が
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ

(2)
ず
、
同
条
約
第
十
五
部
に
定
め
る
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
（
第
十
五
条
２
）
。

他
の
条
約
及
び
国
際
協
定
と
の
関
係
（
第
十
六
条
）

15

こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
及
び
海
洋
に
関
す
る
国
際
慣
習
法
に
基
づ
く
国
の
権
利
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す

も
の
で
は
な
い
。

最
終
条
項
（
第
十
四
条
及
び
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
）

16

こ
の
条
約
の
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正
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署
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批
准
、
効
力
発
生
、
廃
棄
、
寄
託
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、
言
語
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

難
破
物
の
除
去
に
つ
い
て
の
責
任
に
関
す
る
保
険
そ
の
他
の
金
銭
上
の
保
証
の
証
明
書
（
附
属
書
）

17

第
十
二
条
に
規
定
す
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の
様
式
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つ
い
て
規
定
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い
る
。

三

条
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の
実
施
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内
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施
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船
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損
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賠
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保
障
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
今
次
国
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に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

２

こ
の
条
約
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実
施
の
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め
に
は
、
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た
な
予
算
措
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を
必
要
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い
。
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＊
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は
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と
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い
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い
。
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